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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定距離を隔てて形成される空隙空間を介し対向して配置され、それぞれ所定の口径と
形状を有するコイル対から成る送信側，受信側のコイル各々が、所望の通信信号以外の電
磁波が入射した場合、そのコイル巻線形状により該電磁波を打ち消して、安定した信号伝
送を可能とする信号伝送コイル通信装置であって、
　非接触給電装置において使用され、該非接触給電装置は、給電に際し、電磁誘導の相互
誘導作用に基づき、外部地上の給電側の給電コイルから、僅かな該空隙空間を介して近接
対峙位置決めされる車載された受電側の受電コイルに、電力を供給し、該給電コイルおよ
び受電コイルは、導線を肉薄扁平状に渦巻き巻回した環構造よりなり、
　該信号伝送コイル通信装置は、該送信側コイルが、該非接触給電装置の受電コイルの中
央空間に埋め込まれ、該受信側コイルが、該非接触給電装置の給電コイルの中央空間に埋
め込まれており、
　該信号伝送コイル通信装置は、給電に際し、該送信側コイルと受信側コイル間で、給電
情報を表わす通信信号が送受信されると共に、
　その為に、該送信側コイルと受信側コイルを対峙位置決めすると、該非接触給電装置の
給電コイルと受電コイルも対峙位置決めされる関係となっており、もって、該受電コイル
が給電コイルに必要な精度をもって給電可能に対峙位置決めされたか否かの位置情報が、
該送信側コイルと受信側コイル間の通信信号の感度により、検出可能となっており、
　かつ、該送信側コイルおよび受信側コイルは、それぞれ、コイル巻線形状が異なるか取
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付角度が異なることにより特性が相互間でずれたコイルが、複数組み合わせ重ねて併用さ
れており、
　特性がずれた該コイル間の相互補完により、通信信号の送受信中に感度不良が生じたり
送受信が一旦途絶えたりすることが回避され、通信が安定的に継続可能となっていること
、を特徴とする、非接触給電装置用の信号伝送コイル通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、非接触給電装置用の信号伝送コイル通信装置に関する。すなわち、非接触給
電装置において使用される、信号伝送用のコイル通信装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　《技術的背景》
　非接触給電装置は、電磁誘導の相互誘導作用に基づき、外部地上の給電スタンド等の電
源側，給電側から、電気自動車等の車載されたバッテリー側，受電側に、電力を供給する
。
　そして、その給電に際しては、磁性体に巻回された１次側の給電コイルが、同様に磁性
体に巻回された２次側の受電コイルに、対峙位置決めされ、もって給電コイルでの磁束形
成により、受電コイルに誘電起電力を生成せしめて、電力を供給する。
　このような非接触給電装置は、次の先行技術文献情報にも示したように、公知であり、
電気自動車のバッテリー充電用等に、公用されている。
【０００３】
　《先行技術文献情報》
　非接触給電装置としては、例えば、次の特許文献１，２，３に示されたものが挙げられ
る。
【特許文献１】特許第３６３０４５２号公報（特願平６－２５６５０５）
【特許文献２】国際公開第９２／１７９２９号
【特許文献３】国際公開第９９／０８３５９号
【０００４】
　《特願２００６－２７３９３３について》
　ところで、本特許出願の発明者および出願人は、非接触給電装置について更に研究，開
発を進め、平成１８年１０月５日付にて特願２００６－２７３９３３として、特許出願を
した。
　そして、この特許出願に係る発明は、非接触給電装置の給電コイルや受電コイルとして
、扁平渦巻き状コイルを採用すると共に、その磁性体として平板状のものを採用したこと
、を特徴とする。
【０００５】
　《従来技術》
　さて非接触給電装置では、給電に際し、充電指示，要求電力等の情報伝達が必要となる
。すなわち、電気自動車等の受電側から、外部地上の給電スタンド等の給電側に対し、給
電に関する情報伝達が必要となる。
　そして、非接触給電装置であることに鑑み、当然のことながら、受電側と給電側間に接
続ケーブル等は存在せず、この種従来例では、至近距離での電波通信方式の通信装置Ａ（
図４の説明図の想像線表示を参照）を始め、赤外線通信方式や光波通信方式の通信装置Ａ
が使用されていた。
　すなわち、前述したこの種従来例の非接触給電装置では、受電側と給電側間において、
至近距離ではあるが一定の距離が存する外部空間Ｈを介して、情報伝達を行う通信装置Ａ
が使用されており、情報伝達用の通信信号が、受電側から給電側へと変調，送信，受信，
復調されていたが、このような通信信号の送受信は、一定距離の外部空間Ｈを介して実施
されていた。
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、この種従来例の通信装置Ａについては、次の問題が指摘されていた。
　《第１の問題点》
　第１に、通信エラーが多発していた。すなわち、従来の非接触給電装置で使用される通
信装置Ａでは、一定距離が存する外部空間Ｈを介して信号の送受信，情報伝達が行われて
いた。
　そこで、外部空間Ｈの分だけ通信距離が遠く長く、もって電波通信方式の場合は、例え
ば周囲の電子機器の電波にて、通信時に混信等の電波障害を受け易く、光波通信方式の場
合は、太陽光等の強い光の妨害を受け易く汚れによる感度低下も加わる等、通信エラーが
発生し易かった。電波通信方式の場合は、電波法の規制もあり、このような通信エラー対
策は容易ではなかった。
【０００７】
　《第２の問題点》
　第２に、そこで非接触給電装置では、給電に際し対峙位置決めされる給電側や受電側、
つまりその受電コイルや給電コイルの近傍に、それぞれ、例えば電波通信方式の通信装置
Ａを配設することも検討された。つまり、前述した外部空間Ｈに比し通信距離が極めて近
く短い場所に、通信装置Ａをそれぞれ配設することも検討された。
　しかしながら、このように受電コイルや給電コイルの近傍に、送信用の通信装置Ａや受
信用の通信装置Ａを設けると、受電コイルや給電コイルの電力伝送磁場による誘起電圧に
より、そのノイズの影響を受けてしまう、という問題が指摘され、このような通信装置Ａ
の採用は見送られていた。
　すなわち非接触給電装置では、給電コイルと受電コイル間での電磁誘導の相互誘導作用
に基づき、電力が伝送されるが、電力伝送中にその強電磁界で通信装置Ａにて通信信号の
信号伝送を行うと、この強電磁界の影響を受けてしまい、電力磁場による誘起電圧により
、通信装置Ａの通信信号がそのノイズの影響を受ける、という問題が指摘されていた。
【０００８】
　《第３の問題点》
　第３に、ところで非接触給電装置では、給電に際し、その受電側の受電コイルと給電側
の給電コイルとが、対峙位置決めされることが必要であるが、その位置決め操作が容易で
なかった。
　すなわち給電に際し、両コイルを、給電可能なＸ，Ｙ，Ｚ方向の距離内に、ある程度正
確に位置するようにセットアップすること、つまり両者の相対的位置ずれを許容範囲内に
位置決め操作することは、容易でなかった。つまり、その為の位置情報取得が困難であり
、もって位置決め操作が非常に面倒であった。
【０００９】
　《第４の問題点》
　第４に、通信装置Ａについて、より一層の小型，軽量化が望まれていた。すなわち、こ
の通信装置Ａは、非接触給電装置に付設されるが、特にその受電側については、電気自動
車等に常時車載されることに鑑み、その小型，軽量化が切望されていた。
　そこで、これに付設される通信装置Ａ、特に受電側，送信側の通信用コイル等について
も、より一層の小型化，軽量化，部品点数の削減等が要求されていた。
【００１０】
　《本発明について》
　本発明に係る非接触給電装置用の信号伝送コイル通信装置は、このような実情に鑑み、
上記従来例の課題を解決すべくなされたものである。
　そして本発明は、第１に、通信距離の短縮により、電波障害等が発生せず、第２に、特
に電力磁場の影響を受けず、耐ノイズ性に優れており、第３に、位置情報検出機能も発揮
可能であり、第４に、小型，軽量化等が達成され、第５に、感度ゼロ点等が克服され、継
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続的な通信が可能となる、非接触給電装置用の信号伝送コイル通信装置を提案することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　《請求項について》
　このような課題を解決する本発明の技術的手段は、次のとおりである。本発明に係る非
接触給電装置用の信号伝送コイル通信装置は、所定距離を隔てて形成される空隙空間を介
し対向して配置され、それぞれ所定の口径と形状を有するコイル対から成る送信側，受信
側のコイル各々が、所望の通信信号以外の電磁波が入射した場合、そのコイル巻線形状に
より該電磁波を打ち消して、安定した信号伝送を可能とする。そして、非接触給電装置に
おいて使用される。
　該非接触給電装置は、給電に際し、電磁誘導の相互誘導作用に基づき、外部地上の給電
側の給電コイルから、僅かな該空隙空間を介して近接対峙位置決めされる車載された受電
側の受電コイルに、電力を供給する。該給電コイルおよび受電コイルは、導線を肉薄扁平
状に渦巻き巻回した環構造よりなる。
【００１２】
　そして、該信号伝送コイル通信装置は、該送信側コイルが、該非接触給電装置の受電コ
イルの中央空間に埋め込まれ、該受信側コイルが、該非接触給電装置の給電コイルの中央
空間に埋め込まれている。
　該信号伝送コイル通信装置は、給電に際し、該送信側コイルと受信側コイル間で、給電
情報を表わす通信信号が送受信される。
　これと共に、その為に該送信側コイルと受信側コイルを対峙位置決めすると、該非接触
給電装置の給電コイルと受電コイルも対峙位置決めされる関係となっている。もって、該
受電コイルが給電コイルに必要な精度をもって給電可能に対峙位置決めされたか否かの位
置情報が、該送信側コイルと受信側コイル間の通信信号の感度により、検出可能となって
いる。
　かつ、該送信側コイルおよび受信側コイルは、それぞれ、コイル巻線形状が異なるか取
付角度が異なることにより特性が相互間でずれたコイルが、複数組み合わせ重ねて併用さ
れている。
　もって特性がずれた該コイル間の相互補完により、通信信号の送受信中に感度不良が生
じたり送受信が一旦途絶えたりすることが回避され、通信が安定的に継続可能となってい
ること、を特徴とする。
【００１３】
　《作用等について》
　本発明は、このような手段よりなるので、次のようになる。
　（１）この信号伝送コイル通信装置は、非接触給電装置の設置対象に各々付設され、そ
の間の通信に使用される。
　（２）そして、通信時に僅かの空隙空間を介して対峙位置決めされる、対をなすコイル
を備えており、送信側コイルが、電力伝送用の受電コイルの中央空間に埋め込まれ、受信
側コイルが、電力伝送用の給電コイルの中央空間に埋め込まれている。
　（３）そこで、通信装置の受信側コイルと送信側コイルを対峙位置決めすると、結果的
に、給電装置の給電コイルと受電コイルが対峙位置決めされる。
　（４）そしてまず、通信装置の送信側コイルと受信側コイル間で、例えば充電指示，要
求電力等の給電情報が、送受信される。
　（５）これにより、給電装置の給電コイルから受電コイルに、電力が供給される。
　（６）さてそこで、この通信装置では次のようになる。まず、通信距離が極く短い非接
触給電用の空隙空間を介して信号伝送が行われるので、外部からの電磁波障害，電波障害
を受けない。
　（７）又、そのコイルは、巻線形状に起因して、通信信号以外の電磁波を打ち消すよう
になっている。例えば、電力伝送磁場による誘起電圧をキャンセル可能であり、非接触給
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電中でもノイズの影響なく通信可能である。
　（８）更に、位置情報検出機能により、設置対象物体の相対的位置ずれを、判別可能で
ある。すなわち、給電装置について受電コイルが給電コイルに必要な精度をもって対峙位
置決めされたか否かの位置情報を、通信装置の送信側コイルと受信側コイル間の通信感度
により検出可能である。
　（９）又、この通信装置は、コイルの口径，形状等から、小型化，軽量化等が容易であ
る。
　（１０）そして、この通信装置は、送信側コイルや受信側コイルについて、それぞれ、
巻線形状の異なる等により特性がずれたコイルを組み合わせてなることにより、感度ゼロ
点等が克服され、通信範囲であればどこでも安定した通信が可能となる。
　（１１）さてそこで、本発明の非接触給電装置用の信号伝送コイル通信装置は、次の効
果を発揮する。
【発明の効果】
【００１４】
　《第１の効果》
　第１に、通信距離が短縮され、電波障害等も発生しない。すなわち、本発明に係る非接
触給電装置用の信号伝送コイル通信装置は、相互の距離が極く近い物体間に設置される。
すなわち、非接触給電装置の給電時に空隙空間を介し対峙位置決めされる給電コイルと受
電コイルに、通信用コイル（送信側コイルと受信側コイル）が、それぞれ埋め込み配設さ
れている。
　そこで、極く短い通信距離での通信が可能となり、前述したこの種従来例の通信装置の
ように、一定距離が存する外部空間を介して信号の送受信が行われ、もって周囲の電子機
器等の電磁波や電波にて、混信等の電磁波障害，電波障害を受けるようなことがない等、
通信エラーが解消される。
【００１５】
　《第２の効果》
　第２に、特に電力磁場の影響を受けず、耐ノイズ性に優れた安定通信が実現される。す
なわち、本発明に係る非接触給電装置用の信号伝送コイル通信装置では、その通信用コイ
ルに入射した所望外の電磁波を、そのコイル巻線形状に起因して打ち消すことが可能であ
る。
　すなわち、非接触給電装置の電力供給用の受電コイルや給電コイルに、その通信用コイ
ルを埋め込み配設しても、非接触給電磁場による誘起電圧をキャンセルすることができ、
もって、非接触給電中の強電磁界中でもその電磁界の影響を受けることなく、ノイズに影
響されない耐ノイズ性の高い安定通信が実現される。
【００１６】
　《第３の効果》
　第３に、位置情報検出機能も発揮可能である。すなわち、本発明に係る非接触給電装置
用の信号伝送コイル通信装置は、その通信用コイルが設置された物体間の相対的位置ずれ
を、判別可能となる。
　すなわち、非接触給電装置において、通信用のコイル間での通信感度があるレベルに達
したことが確認されると、給電用のコイル間も、給電可能な位置に入ったことになる。つ
まり、その位置ずれの程度，是非を、確認，判別できるようになる。
　このように、位置情報検出機能，位置ずれ判別機能を発揮可能であり、非接触給電装置
にて使用されると、受電コイルと給電コイルとの対峙位置決め操作が、面倒だったこの種
従来例に比し、大きく簡単容易化される。
【００１７】
　《第４の効果》
　第４に、小型化，軽量化等も達成される。すなわち、本発明に係る非接触給電装置用の
信号伝送コイル通信装置は、通信距離が極く短いと共に、その通信コイルの巻線形状等も
あり、外部空間を経由する前述したこの種従来例の通信装置に比し、小型化，軽量化，部
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品点数の削減等が容易である。
　そこで、非接触給電装置においては、その受電側が電気自動車に車載されることに鑑み
、共に車載，付設される通信装置の小型化，軽量化の意義は大きい。特に、受電コイルの
デッドスペースに、その通信用コイルは埋め込まれてしまっている。
【００１８】
　《第５の効果》
　第５に、感度ゼロ点等が克服され、継続的な通信が可能となる。すなわち、本発明に係
る非接触給電装置用の信号伝送コイル通信装置では、その通信用コイルについて、コイル
巻線形状や取付角の異なるもの等を複数組み合わせて構成することにより、感度が落ち込
んで悪化し通信が一旦途絶えるゼロ点等が、克服されるようになる。
　すなわち、通信感度が一旦減少したりすることがなく、通信信号の感度に凹凸なくなだ
らかとなり、通信を安定的に継続可能となる。
　このように、この種従来例に存した課題がすべて解決される等、本発明の発揮する効果
は、顕著にして大なるものがある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　《図面について》
　以下、本発明の信号伝送コイル通信装置を、図面に示した発明を実施するための最良の
形態に基づいて、詳細に説明する。図１～図４は、本発明を実施するための最良の形態の
説明に供する。
　そして図１は、そのコイル形状の説明図であり、（１）図は第１例を、（２）図は第２
例を、（３）図は第３例を示す。図２は、構成ブロック図であり、（１）図は、本発明に
は属さない参考例を、（２）図は、本発明の１例を示す。図３は、適用例の要部の平断面
図である。図４の（１）図は、適用例の全体説明図、（２）図は、適用例の構成ブロック
図である。
【００２０】
　《非接触給電装置１について》
　本発明の信号伝送コイル通信装置（以下、単に通信装置Ｄという）は、非接触給電装置
１において、使用される。そこでまず、図３，図４を参照して、非接触給電装置１につい
て説明しておく。
　非接触給電装置１は、電磁誘導の相互誘導作用に基づき、外部から非接触で電力を供給
する。すなわち、給電時に近接対峙位置決めされた１次側，給電側２の給電コイル３と、
２次側，受電側４の受電コイル５との間で、給電コイル３での磁束形成により、受電コイ
ル５に誘導起電力を生成させて、給電コイル３から受電コイル５に電力を伝送するように
なっている。
　図示例では、給電側２の給電コイル３、つまり外部地上側の給電スタンド６等の送電用
コントローラＣＯ付の電源７に接続された給電コイル３が、受電側４の受電コイル、つま
り電気自動車８や電車の下面に車載された受電コイル５に対し、給電時に物理的接続なし
に非接触で、ほんの僅かなエアギャップつまり空隙空間９を介して、例えば１０ｃｍ以下
の数ｃｍ程度で近接対峙位置決めされ、もって電力が伝送される。
【００２１】
　電力を送る電磁誘導の相互誘導作用については、次の通り。すなわち、給電コイル３に
交流を励磁電流として通電すると、電流に比例した磁界がその軸上に生じ、磁束が直角方
向に環状に形成される。そして、このように形成され変化する磁束が、受電コイル５を貫
き鎖交することにより、受電コイル５に起電力が生成される。このように、磁場を形成し
磁界を利用して、電力が供給される。
　そして、このような非接触給電装置１の給電コイル３と受電コイル５とは、給電時にお
いて上下等で対称の同一構造をなすのが、代表的である。
　なお、図４に示した電気自動車８において、受電側４は、充電用コントローラＣＯを備
えると共に、車載のバッテリーＢに接続されており、給電により充電されたバッテリーＢ
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にて、そのモータＭが駆動される。図中、ＩＮはインバータ、ＳＷはスイッチである。
　そして、図示した給電コイル３や受電コイル５は、前述した特願２００６－２７３９３
３に係るものである。すなわち、この給電コイル３や受電コイル５は、導線を同一面で肉
薄の扁平状に渦巻き巻回した円環構造よりなり、それぞれ、凹凸のないフラットな平板状
をなす磁心コアつまり磁性体１０，１１に、配設されている。
　そして、このような形状等の給電コイル３と磁性体１０、受電コイル５と磁性体１１を
、それぞれ組合わせて採用したことにより、給電に際し対峙位置決めされた給電側２と受
電側４間の空隙空間９中の磁路において、磁束が平行，一様，疎に分布するようになる。
もって磁束密度が低く、磁束形成用の励磁電力が小さくて済み、ジュール熱損失も低減さ
れるようになる。
　なお図３に示したように、給電コイル３とその磁性体１０の表面や、受電コイル５とそ
の磁性体１１の表面は、それぞれモールド樹脂１２で被覆固定されている。図中１３は、
モールド樹脂１２中に混入された発泡材、１４は背板であり、１５は、給電コイル３や受
電コイル５の巻回中央部に形成された円状の中央空間である。
　非接触給電装置１は、このようになっている。
【００２２】
　《通信装置Ｄの概要》
　次に、本発明の通信装置Ｄの概要について、図２～図４を参照して説明する。まず、こ
の通信装置Ｄは、上述した非接触給電装置１に設置して使用され、その信号伝送用のコイ
ル１６，１７は、非接触給電装置１の電力伝送用の給電，受電コイル３，５に組込まれて
いる。
　図３，図４に示した図示例では、給電側２の扁平渦巻き巻回されて円環構造をなす給電
コイル３について、これまでデッドスペースに過ぎなかったその円状の中央空間１５に、
信号伝送用のコイル１７具体的には受信側１８のコイル１７が、埋め込まれている。これ
と共に、受電側４の扁平渦巻き巻回されて円環構造をなす５についても、これまでデッド
スペースに過ぎなかったその円状の中央空間１５に、信号伝送用のコイル１６、具体的に
は送信側１９のコイル１６が、埋め込まれている。
　そこで給電に際し、非接触給電装置１の給電側２の給電コイル３と受電側４の受電コイ
ル５とが、ほんの僅かな空隙空間９を介して近接対峙位置決めされると共に、当然、通信
装置２の受信側１８のコイル１６と送信側１９のコイル１７も、空隙空間９を介して近接
対峙位置決めされる。
【００２３】
　そして、通信装置Ｄの送信側１９では、図２に示したように、充電指示，要求電力等の
給電に関する情報を表わす通信信号Ｓが、変調部２０で搬送波Ｃを利用して変調される。
　そして、送信側１９のコイル１６から、搬送波Ｃにて変調された通信信号Ｓの電磁波が
、空隙空間９に発射され、空隙空間９を介して受信側１８のコイル１７に入射される。こ
のように、高周波コイルの電磁誘導に基づき送受信された電磁波は、受信側１８の復調部
２１で、元の通信信号Ｓへと復調，検波される。
　このようにして、通信信号Ｓの送受信，情報伝達が行われる。図中２２は、特定周波数
の通信信号Ｓのみを通過させる、バンドパスフィルタである。
　通信装置Ｄは、概略このようになっている。
【００２４】
　《コイル１６，１７について》
　次に、上述したように高周波コイルの電磁誘導に基づき通信信号Ｓを伝送する、この通
信装置Ｄで使用されるコイル１６，１７について、図１を参照して説明する。
　このコイル１６，１７は、通信時において、所定の距離を隔てて形成される空隙空間９
を介して、互いに対向して位置決め配置されると共に、それぞれ所定の口径と形状を有し
ている。
　そして、コイル１６，１７に入射した所望外の電磁波を、自身で打ち消すことができ、
もって安定した信号送受信が可能となっている。つまり、所望の通信信号Ｓ以外の電磁波
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が入射した場合は、送信側１９，受信側１８のコイル１６，１７各々が、そのコイル巻線
形状により、この所望外の電磁波を打ち消し、もって安定した信号伝送が可能となってい
る。
【００２５】
　このような通信装置Ｄのコイル１６，１７について、更に詳述する。まず、送信側１９
のコイル１６と受信側１８のコイル１７とは、通信時において１０ｃｍ以下程度、例えば
３ｃｍ～６ｃｍ程度の所定距離寸法の空隙空間９を介して、上下等で対向位置決め配設さ
れる、一対の同一構造よりなる。
　そして、図１の（１）図に示した第１例のコイル１６（１７）は、略円口径を備えると
共に、そのコイル形状が平面略８の字形状をなす。もって、このコイル１６（１７）は、
略８の字の構成両部について、逆方向にコイルが形成され対称的に電流が流れることに起
因して、給電コイル３や受電コイル５による電力伝送磁場によってコイル１６（１７）に
生じる誘起電圧も、向きが逆となる。
　もって、電力磁場による誘起電圧をキャンセルすることができ、その電磁波を打ち消す
ことができる。通信信号Ｓ以外の電磁波が入射しても、その巻線形状に基づきこれを打ち
消し、もって通信信号Ｓによる安定した通信が可能となる。
　次に、図１の（２）図に示した第２例のコイル１６（１７）は、コイル形状が大円口径
と小円口径の平面二重フープ形状をなす。そこで、このコイル１６（１７）は、それぞれ
外側と内側とで逆巻きとされ逆向きに電流が流れることに起因して、給電コイル３や受電
コイル５による電力伝送磁場による誘起電圧も、向きが逆となる。
　もって、電力磁場による誘起電圧をキャンセルすることができ、その電磁波を打ち消す
ことができる。通信信号Ｓ以外の電磁波が入射しても、その巻線形状に基づきこれを打ち
消して、通信信号Ｓによる安定した通信が可能となる。
【００２６】
　更に、図１の（３）図に示した第３例のコイル１６（１７）は、コイル形状が、平面磁
性体２３に直交巻して配置された平面直交巻形状よりなる。
　すなわち、上述した第１例，第２例のコイル１６，１７は空芯であったのに対し、この
第３例のコイル１６（１７）は、例えば円形の平面磁性体２３に複数巻回されており、図
示例では、平面磁性体２３の外表面の表裏にわたり複数本が平行巻されている。そして、
このように平面磁性体２３に巻回されたコイル１６（１７）は、結果的に、給電コイル３
や受電コイル５のコイル面と直交する面に、そのコイル面が形成されることになる。つま
りコイル１６（１７）は、平面磁性体２３に巻回されることにより、給電コイル３や受電
コイル５に対し、直交巻された形状関係，位置関係となる。
　そこで、この信号伝送用のコイル１６（１７）は、電力伝送用の給電コイル３や受電コ
イル５とは、それぞれ発生する大部分の磁束成分が、互いに斜行そして直交するようにな
る。つまり、コイル１６（１７）の磁束成分は、給電コイル３や受電コイル５に対して鎖
交すると共に、給電コイル３や受電コイル５の磁束成分は、コイル１６（１７）に対して
鎖交する。
　このように、互いの磁束成分が直交しコイルに鎖交するので、相互間で影響を及ぼすこ
とはなくなる。つまり、電力磁場による誘起電圧を発生させることなくキャンセルするこ
とができ、その電磁波を打ち消すことができる。コイル１６（１７）は、通信信号Ｓ以外
の電磁波が入射しても、その巻線形状に基づき影響を受けることなく、これを打ち消し、
もって通信信号Ｓによる安定した通信が可能となる。
　コイル１６，１７は、このようになっている。
【００２７】
　《コイル１６，１７の組み合わせ使用について》
　次に、このようなコイル１６，１７の組み合わせ使用について、図２の（２）図，図３
を参照して説明する。この通信装置Ｄでは、コイル１６，１７について、それぞれ複数組
み合わせ重ねて使用する構成を、感度ゼロ点等の克服対策として、採用することが考えら
れる。
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　すなわち、上述した第１例，第２例，第３例のコイル１６，１７を、送信側１９や受信
側１８について、単独もしくは複数組み合わせのどちらの構成としても、所望の通信信号
Ｓ以外の電磁波が入射した場合には、送信側１９や受信側１８のコイル１６，１７各々が
、そのコイル巻線形状の相互作用によりその電磁波を打ち消し、もって安定した信号伝送
を可能とすることができる。
【００２８】
　このようなコイル１６，１７の構成について、更に詳述する。まず、コイル１６，１７
は、このコイル巻線形状に基づき、前述したように、通信信号Ｓ以外の電磁波を打ち消す
ことができる。
　しかしながら、このような送信側１９のコイル１６と受信側１８のコイル１７に、上述
した第１例，第２例，第３例のコイルを単独で使用した場合、相互間のＸ，Ｙ平面方向の
僅かな位置ずれで、通信感度が落ち込んで悪化し、最悪の場合は通信不能となり、通信が
途絶える可能性もある、感度ゼロ点があり、通信範囲内ならばどこでも通信可能な訳では
ない。
　このようなゼロ点等の対策としては、前述した各例、つまり図１の（１）図の第１例，
図１の（２）図の第２例、図１の（３）図の第３例のコイル１６，１７のゼロ点位置が、
コイル特性上相違し各例間で相互にずれていることに着目し、これらを組み合わせて重ね
て併用すると共に、それぞれ独立して送受信させ、もって両者の特性を足し合わせること
により、このようなゼロ点等の克服が可能となる。つまり、ゼロ点に到達したものがある
場合に、その時にゼロ点に到達しない方の出力を取り出すようにする。
【００２９】
　なお第１に、この場合、各例の搬送波Ｃのキャリア周波数は、各例毎に異なって設定さ
れる。
　なお第２に、異なった例の２種類併用によらず、同一例（例えば第１例）を２組用いる
と共に、相互間の角度を同一平面で例えば９０度等、回転させずらして配置する２種類の
組み合わせによっても、このようなゼロ点等克服の可能性がある（この場合は、搬送波Ｃ
のキャリア周波数は同一に設定可）。
　第３に、このような２種類の組み合わせ（Ｄｕａｌ－Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ方式）によ
らず、３種類の組み合わせ（Ｔｈｉｒｄ－Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ方式）を採用すると、ゼ
ロ点等の克服が一段と確実化する。
　例えば、角度を９０度等ずらした第１例の２種類に、１種類の第３例を併用し、合計３
種類の組み合わせとすると、ゼロ点位置が３種類相互間で大きくずれるので、より効果的
なゼロ点対策となり、一段となだらかな通信感度が実現可能となる。つまり、１つのコイ
ル１６，１７がゼロ点に到達していても、他の２つのコイル１６，１７は、ゼロ点に到達
していないことになり、より確実なゼロ点等の対策が可能となる。
【００３０】
　ゼロ点等に関し、図面に基づき更に具体的に説明する。図２の（１）図の参考例の通信
装置Ｄでは、第１例の平面略８字形状の送信側１９のコイル１６と、同第１例の平面略８
字形状の受信側１８のコイル１７とが、ぞれぞれ単独使用されており、相互間の位置決め
次第ではゼロ点に入ってしまう可能性がある。
　これに対し、図２の（２）図，図３の通信装置Ｄでは、送信側１９について、第１例の
平面略８字形状のコイル１６と、第３例の平面直交巻形状のコイル１６とが、重ねて用い
られている。受信側１８についても、同様に、第１例の平面略８字形状のコイル１７と、
第３例の平面直交巻形状のコイル１７とが、重ねて用いられている。
　そこで、この図２の（２）図の通信装置Ｄでは、図２の（１）図の参考例の通信装置Ｄ
とは異なり、第１例のコイル１６，１７相互間の出力、又は第３例のコイル１６，１７相
互間の出力のいずれかを、取出し，抽出できれば、ゼロ点が克服された通信信号Ｓの受信
、そしてなだらかな通信感度が実現されることになる。
　すなわち、図２の（２）図の通信装置Ｄにあっては、同じ通信信号Ｓについて、第１例
のコイル１６，１７用の変調部２０と第３例のコイル１６，１７用の変調部２０とで、異
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なる変調をかけ、事後、それぞれの復調部２１で復調した後、得られた２つの通信信号Ｓ
を、ＯＲ回路ＯＲを経由させることにより、第１例のコイル１６，１７や第３例のコイル
１６，１７のゼロ点が、特性上相互にずれているので、それぞれのゼロ点等が克服される
ようになる。
　コイル特性上、例えば第１例のコイル１６，１７間の通信信号Ｓが、ゼロ点に到達して
いる時は、第３例のコイル１６，１７間の通信信号Ｓは、ゼロ点には到達しておらず、第
１例側がゼロ点に到達していない時に、第３例側がゼロ点に到達する。従って、両者の通
信信号Ｓを検出することにより、両者が相互補完され、もってゼロ点等つまり感度不良の
ない通信が実現される。
　コイル１６，１７の組み合わせは、このように行われる。
【００３１】
　《位置情報検出機能について》
　次に、この通信装置Ｄの位置情報検出機能について、図４を参照して説明する。この通
信装置Ｄでは、その位置情報検出機能に基づき、送信側１９，受信側１８のコイル１６，
１７が設置された物体、例えば電気自動車８の相対的位置ずれを、判別可能である。
　このような位置情報検出機能について、更に詳述する。この通信装置Ｄは非接触給電装
置１において使用され、通信サイドにおいて、送信側１９のコイル１６からの電磁波を、
受信側１８のコイル１７が、ある感度以上で受信できたことが確認されると、電力供給サ
イドにおいて、受電コイル５と給電コイル３間も、電力供給可能，電力伝送可能な位置に
入ったことが、判別，確認可能となる。
　つまり、通信装置Ｄにおいて、通信可能な予め設定されたＸ，Ｙ，Ｚ方向の距離範囲に
位置決めされ、そのことが通信感度により確認されると、非接触給電装置１の電気自動車
８に車載された受電コイル５が、給電スタンド６の給電コイル３上に、給電可能なＸ，Ｙ
，Ｚ方向の距離範囲に、位置決めされたことも確認されたことになる。
　このように、コイル１６，１７個体による感度分布が既知であることを利用し、移動に
よる感度軌跡の履歴と比較することにより、コイル１６，１７が設置された物体間の相対
的空間位置、そして相対的位置ずれが把握可能となる。
【００３２】
　《作用等》
　本発明の通信装置Ｄは、以上説明したように構成されている。そこで、以下のようにな
る。
　（１）この通信装置Ｄは、非接触給電装置１を設置対象として付設され、もって設置対
象間の信号伝送用、つまり通信用に使用される（図４を参照）。
【００３３】
　（２）そして通信装置Ｄは、通信時において、非接触給電用の僅かの空隙空間９を介し
て対峙位置決め配置されると共に、対称構造の対をなすコイル１６，１７を備えている（
図２、図４を参照）。
　そして、通信装置Ｄの送信側１９の信号伝送用コイル１６が、電力伝送用の受電コイル
５の中央空間１５に、埋め込まれている。これと共に、通信装置Ｄの受信側１８の信号伝
送用コイル１７が、電力伝送用の給電コイル３の中央空間１５に、埋め込まれている（図
３，図４を参照）。
【００３４】
　（３）そこで、通信装置Ｄの受信側１８のコイル１７に対し、送信側１９のコイル１６
を、空隙空間９を介して対向位置決め配置すると、電力伝送つまり給電のために、給電側
２の給電コイル３に対し受電側４の受電コイル５が、空隙空間９を介して近接対峙位置決
めされることになる（図４を参照）。
【００３５】
　（４）それから、通信装置Ｄのコイル１６からコイル１７へと、充電指示，要求電力等
の給電情報が、通信信号Ｓにて送受信され、情報伝達される（図２を参照）。
【００３６】
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　（５）これにより非接触給電装置１では、給電コイル３から受電コイル５へと、電力供
給が開始される。すなわち、電磁誘導の相互誘導作用により電力伝送が行われ、もって、
受電側４の電気自動車８等のバッテリーＢが、充電される（図４を参照）。
【００３７】
　（６）さてそこで、この通信装置Ｄにあっては、以下の各点のようになる。まず、この
通信装置Ｄでは、通信距離が極く短い１０ｃｍ以下程度、例えば数ｃｍ程度の非接触給電
用の空隙空間９を介して、信号伝送が実施される。
　そこで、例えば近くの電子機器等による、電磁波障害，電波障害を受けることがなく、
通信エラーは発生しない（図４を参照）。
【００３８】
　（７）又、この通信装置Ｄのコイル１６，１７は、その巻線形状に起因して、通信信号
Ｓ以外の電磁波を打ち消すようになっている（図１を参照）。
　すなわち通信装置Ｄは、非接触給電装置１の電力伝送用の受電コイル５や給電コイル３
に埋め込み配設されているが、その非接触の電力伝送磁場，電磁界による誘起電圧を、キ
ャンセル可能であり、耐ノイズ性に優れている。つまり非接触給電中でも、ノイズの影響
なく通信可能である（図４を参照）。
【００３９】
　（８）更に、この通信装置Ｄは、位置情報検出機能を発揮可能であり、そのコイル１６
，１７の設置対象の相対的位置ずれを、判別可能である。
　すなわち、非接触給電装置１について、受電コイル５が給電コイル３に対し、給電可能
に対峙位置決めされたか否か、つまりその位置情報そして位置ずれを、通信装置Ｄのコイ
ル１６，１７間の通信感度により、検出可能である（図４を参照）。
【００４０】
　（９）又、この通信装置Ｄは、そのコイル１６，１７間の通信距離が極めて近くできる
と共に、そのコイル１６，１７の口径，形状等からも、小型化，軽量化，部品点数削減等
が、極めて容易に可能である。
　すなわち、コイル径が９ｃｍ～１６ｃｍ程度であり、非接触給電装置１において給電コ
イル３や受電コイル５のデッドスペースとなっていた中央空間１５に、埋め込み配設され
る（図４を参照）。
【００４１】
　（１０）そして、この通信装置Ｄは、そのコイル１６，１７について、それぞれ、巻線
形状の異なるもの（図１の（１）図，（２）図，（３）図を参照）を、複数組み合わせた
り、同一巻線形状でも９０度等ずらしたものを加えたりしたことにより、つまり特性がず
れたものを組み合わせたことにより、いわゆるゼロ点等が克服される。
　すなわち、各コイル１６，１７について、それぞれ固有のゼロ点が相互補完され、もっ
て、通信信号Ｓの送受信中に途中で感度不良が生じたり、一旦送受信が途絶えたりするこ
とは、回避される（図２の（２）図，図３を参照）。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明に係る信号伝送コイル通信装置について、発明を実施するための最良の形
態の説明に供し、そのコイル形状の説明図であり、（１）図は第１例を、（２）図は第２
例を、（３）図は第３例を示す。
【図２】同発明を実施するための最良の形態の説明に供し、構成ブロック図であり、（１
）図は、本発明には属さない参考例を、（２）図は、本発明の１例を示す。
【図３】同発明を実施するための最良の形態の説明に供し、適用例の要部の平断面図であ
る。
【図４】同発明を実施するための最良の形態の説明に供し、（１）図は、適用例の全体説
明図、（２）図は、適用例の構成ブロック図である。
【符号の説明】
【００４３】
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　　１　非接触給電装置
　　２　給電側
　　３　給電コイル
　　４　受電側
　　５　受電コイル
　　６　給電スタンド
　　７　電源
　　８　電気自動車
　　９　空隙空間
　１０　磁性体
　１１　磁性体
　１２　モールド樹脂
　１３　発泡材
　１４　背板
　１５　中央空間
　１６　コイル
　１７　コイル
　１８　受信側
　１９　送信側
　２０　変調部
　２１　復調部
　２２　バンドパスフィルタ
　２３　平面磁性体
　　Ａ　通信装置（従来例）
　　Ｂ　バッテリー
　　Ｃ　搬送波
　　Ｄ　通信装置（本発明）
　　Ｈ　外部空間
　　Ｍ　モータ
　　Ｓ　通信信号
　ＣＯ　コントローラ
　ＩＮ　インバータ
　ＯＲ　ＯＲ回路
　ＳＷ　スイッチ
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